
●総合効率化計画認定のメリット

●申請書類の作成方法 など

平成18年2月
農林水産省

事前準備から申請書類作成までのアウトラインをご案内

●効率的で環境負荷の小さい物流のイメージ
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○ 物流関係事業に係る許可等の特例
・倉庫運送事業等の許可等を一括で付与。

○ 流通業務施設整備等に係る資金調達の支援
・中小企業信用保険の拡充。
・食品流通構造改善促進機構による食品業者への債務保証。

○倉庫建物に係る税制特例
・倉庫用建物の償却、固定資産税の特例等

※当省関係では、穀物サイロ、飼料サイロ、水産冷蔵倉庫が含まれる

○ 物流関係事業に係る許可等の特例
・倉庫運送事業等の許可等を一括で付与。

○ 流通業務施設整備等に係る資金調達の支援
・中小企業信用保険の拡充。
・食品流通構造改善促進機構による食品業者への債務保証。

○倉庫建物に係る税制特例
・倉庫用建物の償却、固定資産税の特例等

※当省関係では、穀物サイロ、飼料サイロ、水産冷蔵倉庫が含まれる

●流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案（仮称）流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

効率的な流通業務の実現

主な支援

効率的で環境負荷の小さい物流の実現が、地球環境対策上も必要

立地上最適な物流拠点施設の活用による効率的な流通業務（輸送、保管、流
通加工）の実現を支援（農林水産省、経済産業省、国土交通省共管）

従来の物流

【従来の物流における問題点】
・輻輳する配送網
・物流拠点の分散化による非効率
・無駄な在庫の存在

生産地 消費地

トラックターミナル、卸売市場、倉庫等で以下のもの

・高速自動車国道、空港、港湾等の社会資本の周辺
に立地

・輸送、保管、荷捌き、流通加工等の機能を集約

・情報システム等を配備

流通業務総合効率化事業

生産地

高速自動
車国道等

物流拠点施設※

消費地

※特定流通業務施設

特定流通業務施設を活用した配送の合理化
情報システム導入等による在庫管理の適正化効果効果

物流の効率化

環境負荷低減
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法律のスキーム

主務大臣による基本方針の策定

国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応
に加え、環境負荷の低減を図ることの重要性が増大してます。こ
のため、立地上の最適な物流拠点施設の活用による効率的な流
通業務の現実を後押しするための総合的な支援を定めたものです。

・ 流通業務の総合化及び効率化の意義
・ 流通業務総合効率化事業の内容
・ 流通業務総合効率化事業の実施方法
・ 流通業務総合効率化事業実施に当たって

の配慮事項

等を主務大臣が定めます。

施設基準の
適合の確認

総合効率化計画の作成（事業者）

総合効率化計画の認定（主務大臣）

・ 流通業務総合効率化事業の目標
・ 流通業務総合効率化事業の内容
・ 特定流通業務施設の概要
・ 流通業務総合効率化事業の実施時期
・ 流通業務総合効率化事業の実施に必

要な資金の額、調達方法

等の計画を作成して頂きます。

・ 流通業務総合効率化事業の目標、内容、
特定流通業務施設の概要及び実施時期
が基本方針に照らして適切なもの

・ 事業の実施時期、必要な資金の額、調達
方法が実施に当たり適切なもの

・ 特定流通業務施設の立地、規模、構造及
び設備が基準に適合すること

等の条件に適合する計画を主務大臣が認定
します。

事業認可等の一括取得、税制特例や開発認可の特例、
中小企業等への支援

支援措置支援措置

目的目的
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食 品
・ 飲食料品（薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品以外）
・ 加工食品の原材料として使用される農林水産物
・ 花き

・ 食品の生産又は販売の事業を行う者
・ 食品の生産又は販売の事業を行う者を構成員とする以下の法人

農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合
連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組
合、森林組合連合会、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事
業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、生活衛生同業組合、生
活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、協業組合、商工組合
及び商工組合連合会

・ 卸売市場を開設する者

食品生産業者等

特 定 流 通
業 務 施 設

流通業務総合
効率化事業

〈〈用語の用語の定義定義〉〉

流通業務施設（トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をい
う。）であって、高速自動車国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物
駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社
会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの
合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための
情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをい
う。

特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加

工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送
網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通
業務の効率化を図る事業であって、物資の流通に伴う環境への負荷の
低減に資するものをいう。

〈〈用語用語〉〉 〈〈定定 義義〉〉
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主 務 大 臣

計計 画画 のの 認認 定定

特定流通業務施設の確認

１．中小企業共同流通業務総合効率化事業（中小企業者が他の事業者との連携又は事
業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業）

① 貨物流通業者が実施するもの 国土交通大臣及び経済産業大臣
② 食品生産業者等が実施するもの 経済産業大臣及び農林水産大臣

③ ①②以外の者が実施するもの 経済産業大臣

２．中小企業共同流通業務総合効率化事業以外の流通業務総合効率化事業
① 貨物流通業者が実施するもの 国土交通大臣
② 食品生産業者等が実施するもの（③以外） 農林水産大臣

③ 食品生産業者等が実施するもののうち標準化されたパレットやＪＡＮコードを使用
する事業 経済産業大臣及び農林水産大臣

④ ①②③以外の者が実施するもの 経済産業大臣

３．港湾流通拠点地区においての流通業務総合効率化事業
１及び２に定める大臣及び国土交通大臣

１．卸売市場 農林水産大臣

２．倉庫（倉庫業の用に供するものに限る） 国土交通大臣

３．中小企業共同流通業務総合効率化事業の用に供するもの（１及び２以外のもの）

経済産業大臣

４．その他（１，２及び３以外のもの） 国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣

※事業者の業種、特定流通業務施設の種類により主務大臣が異なります。申請される場合
の窓口については、主務大臣が農林水産大臣の場合は、特定流通業務施設の所在地を管轄
する各地方農政局長（沖縄県は沖縄総合事務局長、北海道は農林水産大臣）となります。
（15ページ参照）

なお、複数の主務大臣にあたる場合は、いずれか一つの主務大臣に申請しても構いません。
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効率的で環境負荷の小さい物流のイメージ

１．基本方針に照らして適切なものであること
基本方針とは、流通業務総合効率化業務の内容と実施方法が規定されているものです。計画がこの基本方針に

適合するものであるか否かを審査いたします。
例えば、

○輸送・保管・荷捌き・流通加工を総合的に実施するものか
○輸送網の集約・輸配送の共同化・積載率の向上・モーダルシフト等により効率化を図るものか
○環境負荷の低減が図られるものか
○必要な事業法の許可・登録を有しているか又は取得する見込があるか など。

２．流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるものであること
○計画の目標達成に十分な設備等が導入されているか
○所要資金の調達に十分な見通しがついているか
○施設整備に係る関連法令の許可等の見通しがついているか など

３．特定流通業務施設の場合、省令で定める基準に適合すること
特定流通業務施設が卸売市場の場合、以下の要件を満たす必要があります。

○地区要件：高速道路または自動車専用道路のＩＣ、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、
工業団地から５㎞以内

○設備要件：温度調整が可能な卸売場・保管所、自動化保管装置、データ交換システム、流通加工用設
備 など

○規模要件：取扱品目が青果物の場合は卸売場の面積が990㎡以上、水産物の場合は600 ㎡以上（産地市
場は990 ㎡以上）、肉類の場合は300 ㎡以上、花きの場合は600 ㎡以上

４．土地利用に当たって必要な許認可等の取得
特定流通業務施設を農地や国有林野である土地に整備するときは、土地利用に必要な許認可等の取得など。

総合効率化計画の認定基準

小売店産地産地

小売店

特定流通
業務施設

輸送網の
集約

輸配送の
共同化

モーダル
シフト等

小売店

小売店

小売店

小売店

食品工場

食品工場

食品工場食品工場

食品工場 食品工場

産地産地

食品工場

食品工場
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総合効率化計画認定のメリット ～支援措置について～

○物流拠点施設に関する税制特例
法人税・固定資産税等の特例（営業倉庫）を受けることができます。

○港湾法の特例（法12条関係）
特定流通業務施設の整備を行うにあたり、あらためて臨港地区における工事の届

出をする必要がなくなります。

○都市計画法等による処分についての配慮（法16条関係）
通常、特定流通業務施設を建設することが困難である市街化調整区域において、

開発許可の可能性が拡がります。

○工場立地法による事務の実施についての配慮（法17条関係）
生産施設兼流通業務施設となるような特定流通業務施設については、緑地整備面

積を正味の生産施設面積に対応したものとするよう配慮がなされます。

○中小企業信用保険法の特例（法13条関係）
中小企業信用保険の ①付保限度額の同額別枠化、②普通保険のてん補率の引き

上げ、③保険料率の引き下げ の特例を受けることができます。

○中小企業投資育成株式会社法の特例（法14条関係）
投資対象となる株式会社の要件が緩和され、資本の額が３億円を超える株式会社

であっても、投資対象となることができます。

○食品流通構造改善促進法の特例（法15条関係）
財団法人食品流通構造改善促進機構の行う債務保証、特定流通業務施設の受託整

備等の支援を受けることができます。

○資金の確保（法18条関係）
日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による融資、独立行政

法人中小企業基盤整備機構及び都道府県による高度化融資を受けることができます。

総合効率化計画の認定を受けたときは・・・

○事業許可等の一括取得（法８～11条関係）
規則別表のとおり申請することにより、認定と同時に必要な倉庫業・貨物自動車

運送事業・貨物利用運送事業の許可・登録等がなされますので、事業開始前にあら
ためて、許可・登録等の申請をする必要がなくなります。

物流事業の総合的実施の促進

中小企業者等に対する支援

－６－
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認定までの道のり ～特定流通業務施設建設の場合の例～

認定を受けさえすれば、直ちに支援措置を受けられるというものではあ
りません。建設等着手前に、このような計画で支援措置が受けられるか
否かを支援措置担当窓口に相談することが大切です。

申請者

認定通知

地方農政局等

認定

審査終了各支援
措置へ
の手続
き開始特定流通

業務施設

申請者 国土交通省等

○○所有者

○○業者

運送手段や施設の新築・購入・
借用などの調達手段を考え、対
応する業者に指示して、物件に
あたりをつける

建築業者

事前準備

運輸局等

まずは、取扱う物品、施設の規
模などをはじめ、何をどように効
率化するのか等の考えを相談

１．農政局等への事前相談

２．施設など物件選び

物件の提案

一級建築士など

都市計画課など

認定を受けることによって、開
発許可がおりるようになるのか、
施設が倉庫業を営む倉庫とし
て使用できるのかなどを相談。

３．地方自治体等への事前相談

都市計画法・建築
基準法などの指導

地方自治体等

相談

地方農政局等

基本方針、支援措
置の内容や該当す
る業者の指導など

農林水産省

必要に応じて連絡調整

卸売市場整備基本
方針等との整合性
はどうか

卸売市場整備基本
方針等との整合性
はどうか

用地が農地や国有
林野のときは用地
確保は確実か

用地が農地や国有
林野のときは用地
確保は確実か

よし、物流拠点を
集約化して、流通
を合理化しよう！

卸売市場開設者

認定申請
申請者

新築・購入・借用の着手

１．物件の決定

２．認定申請書作成

農林水産省

申請

地方農政局等

審査
補正指導

説明
聴取

調査

流通業務の総
合化及び効率
化の促進に関
する法律

物流業務の総合化
効率化を支援いた
します

地方農政局等

国土交通省等

運輸局等

必要に応じて連絡調整

＊８頁～１３頁を参
考にして下さい

認 定

産地 小売店

－７－
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申 請 書 類 の 作 成 方 法

当該計画に関係する営業所を記載して下さい。

流通業務を総合的かつ効率的に実施する者以外が特定流通業務施設の整備を行う場合に記載して下さい。

［記載例］
（様式例：第１号）

総合効率化計画認定申請書

平成 年 月 日○○ ○○ ○○

殿○○農政局長

○県○市○町○丁目○番○号所 在 地

○□卸売株式会社名 称

代表取締役社長 ○○ 太郎代表者氏名

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第４条第１項の規定によ

り、下記の総合効率化計画について認定を受けたいので申請します。

記

１．総合効率化事業者の概要

（１）流通業務を総合的かつ効率的に実施する者

代表者名 従業員数事 業 者 名 所 在 地 資 本 金

○□卸売 ○県○市○町○丁目○ ○○ ５０００万円 １ ５ ０

株式会社 番○号 太郎 人

営業所の名称 所 在 地 連 絡 先

電話00-0000-0000主たる営業所 〒000-0000

FAX 00-0000-0000江東営業所 東京都江東区有明○丁目○番○号

電話00-0000-0000従たる営業所 〒000-0000

FAX 00-0000-0000千葉営業所 千葉県成田市成田○丁目○番○号

３月３１日決 算 期 日

（２）特定流通業務施設を整備する者

従業員数事 業 者 名 所 在 地 代表者名 資 本 金

○△卸売市場 ○○県△△市△町 ○○次郎 ５億円 ３ ０ ０

株式会社 ○丁目○番○号 人

所 在 地 連 絡 先主たる営業所の名

称

電話00-0000-0000勝どき営業所 〒000-0000

FAX 00-0000-0000東京都中央区勝どき○丁目○番○号

３月３１日決 算 期 日
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何をどうするのか、現行と計画を比較して具体的
に記載して下さい。

何を目標とする計画なのかを具体的に記載して下さい。

２．流通業務総合効率化事業の目標

現在、○△卸売市場の青果物の入荷については、一部の地場農産物を除い

て県外の大手△△卸株式会社等からの転送による入荷に頼っており、コスト

高、集荷時間のロスが発生しており、非効率な輸送体制となっている。

また、環境負荷低減に向けた取組としてトラック輸送における遠距離的な

問題（ＣＯ２排出量の削減）や配送時間の短縮、また品質管理の向上等が求

められている。

今般、新たに○○卸売市場を物流の中核拠点として、○○インターチェン

ジから３ｋｍの位置に新たに整備し、共同集荷・分荷のシステムの導入及び

他の卸売会社と共同集荷を行うとともに、小売店については、共同配送を行

い、トラックの積載率の向上、営自転換輸送等も実施し、配送距離の短縮と

ＣＯ２等の排出量の削減を行うこととし、ＣＯ２排出量を約○○％削減する

ことを目標とする。

３．流通業務総合効率化事業の内容

（１）取扱品目

生鮮食料品等（青果物）

（２）一体的に行う流通業務の種類

輸送、保管、荷捌き、流通加工

（３）倉庫業等の該当の有無及び許可又は登録の有無

事業の種類 該当の有無 許可又は 変更認可等

登録の有無 の必要の有無

あり あり あり倉庫業

なし なし －第一種貨物利用運送事業

なし なし －第二種貨物利用運送事業

なし なし －一般貨物自動車運送事業

なし なし －貨物自動車利用運送

（４）流通業務の処理の内容

ⅰ）現行

現在、○△卸売市場においては、電話やファックスでの受発注により

青果物（キャベツ、白菜等）の大半について、県外の△△卸売市場等か

ら転送により入荷し、セリで値段を決めている。そして、個々の小売店

が、各小売店個々にトラック輸送を行っている。

また、○△卸売市場だけでなく、県内の他の卸売市場も県外の△△卸売

会社等からトラックにより、青果物を転送により入荷している。

－９－



特定流通業務施設の整備を行う場合に記載して下さい。

ⅱ）計画

○□卸売株式会社は、県内の市街地に新たに建設する特定流通業務施
設（○○卸売市場）にインターネットを利用した即時性・双方向性を備
えた共同集荷・分荷コンピュータシステムを導入し、系統出荷分等につ
いて他の卸売市場と共同集荷を行い、一旦荷を○○卸売市場に集めた後、
他の卸売市場の青果物について共同配送を実施する。
また、各小売店は、卸売市場から各小売店個々にトラック輸送をして

いる現状を改め、共同配送を実施することにより輸送の効率化及び環境
負荷の低減を図る。
（別紙概略図参照）

（５）特定流通業務施設の整備を行う事業の実施スケジュール

年 月

基本設計平成○○年○○月建設スケジュール

実施設計平成○○年○○月

土地取得平成○○年○○月

建築確認平成○○年○○月

請負事業者決定平成○○年○○月

着工平成○○年○○月

完成平成○○年○○月

農振法区域変更（農振除外）申請土地利用・建設規

申請平成○○年○○月制に係る許認可ス

許可平成○○年○○月ケジュール

農地法農地転用許可申請

申請平成○○年○○月

許可平成○○年○○月

総合効率化計画の認都市計画法附則４項許可申請

定があり次第申請申請平成○○年○○月

自社所有地

備 考
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４．特定流通業務施設の概要

○○卸売市場名 称

卸売市場（令第２条第１号）区 分

○△地方卸売市場株式会社所有者

○○県△△市△町○丁目○番地所在地

○○インターチェンジから３ ０㎞社会資本等との位置関係 .

１３，０００㎡床面積 卸売場（青果物）

６００㎡流通加工施設

２００㎡保管所（ ）温度調節機能付き

３，０００㎡冷蔵倉庫

１６，８００㎡合 計

、 、 、付設する流通効率化設備等の内容 低温卸売場 自動仕分装置 電動ターレット式構内運搬自動車

データ交換システム

※設備の仕様については別添参照

５．認定により適用を希望する支援措置

①特定流通業務施設たる営業倉庫に係る税制特例（法人税）

②倉庫業法の変更登録

③市街化調整区域における開発許可についての配慮

６．流通業務総合効率化事業の実施時期

年 月 備 考

試 行 平成○○年○○月業務処理実施スケジ

ュール

本 格 稼 動 平成○○年○○月（試行、本格稼動）

７．流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

（単位：千円）

自己資金 公的機関からの 民間金融

補助金 借入れ 機関からの 合 計○ □ 卸 売 ○△卸売

借入れ㈱ ㈱市場 ○○公庫 ○ ○

0 0 0 0 0 0 0土 地

0 480,000 0 720,000 0 0 1,200,000建 物

245,000 0 0 0 10,000 0 255,000設 備

50,000 0 0 0 0 50,000 100,000運転資金

295,000 480,000 0 720,000 10,000 50,000 1,555,000計

地区要件規模要件 設備要件

総合効率化計画
認定のメリット
を参考に記載
して下さい。
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※申請書には定款や登記事項証明書といった書類の添付が必要です。詳しくは、規則第２条
第２項～４項をご覧下さい。また、添付書類が整いましたら下記を参考に調製して下さい。

提出部数：申請者控え分（１部）と関係省庁分（最大３部）となっております。

※作成書類は、Ａ４縦、横書き、左綴じとし、図面に関しても、Ａ４版に折込んでいただくとともに、袋綴じやホチキス留めにし
ないようお願いいたします。

図面等もＡ４版に
折り込んで下さい。

Ａ４用紙ホチキスや袋綴じ
にしないで下さい。

（
添
付
書
類
）

８．中小企業共同流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化

事業の別

中小企業共同流通業務 それ以外の流通業務

総合効率化事業 総合効率化事業

－ ○

９．その他
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別 紙総合効率化計画概略図

国土交通省作成「平成14年度の統計データ
に基づく輸送機関別ＣＯ２排出原単位」を

採用し算出した例です。

「流通業務総合効率化
事業の実施に関する基
本的な方針」
第二の６
環境負荷の評価

参考

産地

○△卸売市場

△△卸売市場

県
外

現状

産地

計画

他卸売市場１

他卸売市場２

他卸売市場１

○○卸売市場

小売店１

小売店２

小売店３

小売店１

小売店２

小売店３

△△卸売市場

県
外

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

①

②

④

⑤

他卸売市場２

②

③ ⑥

インターチェンジ

⑦

⑧

下記の数式は分かりやすくするため、簡略化しております。
二酸化炭素排出量の詳細な計算方法は国土交通省ホーム
ページの→活力→活力３→グリーン物流パートナーシップ会議
→ＣＯ２排出量計算が参考になります。

現行

① 3,000 t × 100 km 161 × 10 = 48.30 t-co2

② 1,000 t × 120 km 161 × 10 = 19.32 t-co2

③ 1,000 t × 130 km 161 × 10 = 20.93 t-co2

④ 1,000 t × 140 km 161 × 10 = 22.54 t-co2

⑤ 400 t × 20 km 161 × 10 = 1.29 t-co2

⑥ 300 t × 25 km 161 × 10 = 1.21 t-co2 ＣＯ２排出量計

⑦ 300 t × 30 km 161 × 10 = 1.45 t-co2 115.04 t-co2

計画
① 2,500 t × 40 km 161 × 10 = 16.10 t-co2
② 2,000 t × 30 km 161 × 10 = 9.66 t-co2
③ 1,000 t × 20 km 161 × 10 = 3.22 t-co2

④ 1,000 t × 30 km 161 × 10 = 4.83 t-co2

⑤ 600 t × 30 km 161 × 10 = 2.90 t-co2

⑥ 300 t × 30 km 161 × 10 = 1.45 t-co2

⑦ 500 t × 120 km 161 × 10 = 9.66 t-co2 ＣＯ２排出量計

⑧ 500 t × 100 km 161 × 10 = 8.05 t-co2 55.87 t-co2

ＣＯ２削減量

59.17 t-co2

ＣＯ２削減率

51.4%

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

･･･①

･･･②

･･･③(①－②)

･･･(③/①×100)－１３－



法21条に基づき、流通業務総合効率化事業の
実施状況について報告をしていただきます。
また、別途各事業法に基づく規制を受けることとなります。
例えば、
●倉庫業の場合→施設設備基準等の維持、保管残高等定期報告 など
●貨物利用運送事業の場合→営業報告、事業実績報告 など
●貨物自動車運送事業の場合→運行管理者の選任、事業実績等定期報告 など

法21条に基づき、流通業務総合効率化事業の
実施状況について報告をしていただきます。
また、別途各事業法に基づく規制を受けることとなります。
例えば、
●倉庫業の場合→施設設備基準等の維持、保管残高等定期報告 など
●貨物利用運送事業の場合→営業報告、事業実績報告 など
●貨物自動車運送事業の場合→運行管理者の選任、事業実績等定期報告 など

法令遵守

認 定 さ れ た ら ・・・

各支援措置への手続きを行います。
例えば、
●倉庫に対する税制の特例を受ける場合
→各運輸局倉庫担当部署等へご相談下さい。

●特定流通業務施設に対する融資を受ける場合
→日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫などへ
ご相談下さい。

●中小企業信用保険の特例を受ける場合
→各市町村中小企業担当課へご相談下さい。

●中小企業投資育成株式会社法の特例を受ける場合
→各投資育成株式会社へご相談下さい。

●中小企業者の事業協同組合等に対する高度化融資を受ける場合
→各都道府県中小企業担当課又は独立行政法人中小企業基盤整備
機構へご相談下さい。

●食品流通構造改善促進法の特例を受ける場合
→財団法人食品流通構造改善促進機構へご相談下さい。

●物流関係事業法の特例を受ける場合
→倉庫業：各運輸局倉庫担当部署等
貨物利用運送事業：国土交通省複合貨物流通課
貨物自動車運送事業：各運輸局貨物課（沖縄総合事務局は陸上
交通課）へご相談下さい。

●港湾法の特例を受ける場合
→各港湾管理者へご相談下さい。

●開発許可についての配慮を受ける場合
→各都道府県若しくは市の開発許可担当課へご相談下さい。

●工場立地法の運用に係る配慮を受ける場合
→各都道府県商工担当課へご相談下さい。

各支援措置への手続きを行います。
例えば、
●倉庫に対する税制の特例を受ける場合
→各運輸局倉庫担当部署等へご相談下さい。

●特定流通業務施設に対する融資を受ける場合
→日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫などへ
ご相談下さい。

●中小企業信用保険の特例を受ける場合
→各市町村中小企業担当課へご相談下さい。

●中小企業投資育成株式会社法の特例を受ける場合
→各投資育成株式会社へご相談下さい。

●中小企業者の事業協同組合等に対する高度化融資を受ける場合
→各都道府県中小企業担当課又は独立行政法人中小企業基盤整備
機構へご相談下さい。

●食品流通構造改善促進法の特例を受ける場合
→財団法人食品流通構造改善促進機構へご相談下さい。

●物流関係事業法の特例を受ける場合
→倉庫業：各運輸局倉庫担当部署等
貨物利用運送事業：国土交通省複合貨物流通課
貨物自動車運送事業：各運輸局貨物課（沖縄総合事務局は陸上
交通課）へご相談下さい。

●港湾法の特例を受ける場合
→各港湾管理者へご相談下さい。

●開発許可についての配慮を受ける場合
→各都道府県若しくは市の開発許可担当課へご相談下さい。

●工場立地法の運用に係る配慮を受ける場合
→各都道府県商工担当課へご相談下さい。

必要手続
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本手引きは、あくまでもイメージを掴んでいただくためのものです。

実際に申請をお考えの場合には最寄の相談窓口へご相談下さい。

相 談 及 び 申 請 の 窓 口

担当範囲 窓口 住　　所 電話番号

北海道
農林水産省
総合食料局
流通課

〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1

（代表）
03-3502-8111

青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島

東北農政局
生産経営流通部
食品課

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町
三丁目3番1号
仙台第一合同庁舎

（代表）
022-263-1111

茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、
神奈川、山梨、
長野、静岡

関東農政局
生産経営流通部
食品課

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

（代表）
048-600-0600

新潟、富山、
石川、福井

北陸農政局
生産経営流通部
食品課

〒920-8566
石川県金沢市広坂
2丁目2番60号
金沢広坂合同庁舎

（代表）
076-263-2161

岐阜、
愛知、三重

東海農政局
生産経営流通部
食品課

〒460-8516
愛知県名古屋市中区
三の丸1-2-2

（代表）
052-201-7271

滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌山

近畿農政局
生産経営流通部
食品課

〒602-8054
京都府京都市
上京区西洞院通下長者町下ル
丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎

（代表）
075-451-9161

鳥取、島根、岡山、
広島、山口、徳島、
香川、愛媛、高知

中国四国農政局
生産経営流通部
食品課

〒700-8532
岡山県岡山市下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

（代表）
086-224-4511

福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島

九州農政局
生産経営流通部
食品課

〒860-8527
熊本県熊本市二の丸1番2号
熊本合同庁舎

（代表）
096-353-3561

沖縄
沖縄総合事務局
農林水産部
農産園芸課

〒900-8530
沖縄県那覇市前島
2丁目21番7号
カサセン沖縄ビル

（代表）
098-866-0031
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